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札幌市個人番号利用条例の一部を改正する条例 

札幌市個人番号利用条例（平成２７年条例第４２号）の一部を次のように改正す

る。 

(1) 別表１の１の項を次のように改める。 

１　削除  

(2) 別表１の１１の項を次のように改める。 

１１　削除  

(3) 別表２の２の項及び３の項中「障害者関係情報、外国人生活保護関係情報、」

を削り、同表４の項中「障害者関係情報、」を削り、「、公営住宅関係情報又は

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九

条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令（令和６年デジタル庁、

総務省令第９号）第４４条で定める情報」を「又は公営住宅関係情報」に改め、

同表９の項中「、高齢福祉サービス及び障害福祉サービス等関係情報又は札幌市

訪問指導事業の実施に関する情報」を「又は高齢福祉サービス及び障害福祉サー

ビス等関係情報」に改め、同表１１の項中「、高齢者虐待の防止、高齢者の養護

者に対する支援等に関する法律」を「又は高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に

対する支援等に関する法律」に改め、「又は札幌市訪問指導事業の実施に関する

情報」を削り、同表１４の項を次のように改める。 

１４　削除   

(4) 別表２の２５の項中「、外国人生活保護関係情報」を削る。 

附　則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表１の１１の項並びに別表２の



９の項、１１の項及び１４の項の改正規定は、令和８年４月１日から施行する。 

 

（理　由） 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く関係省令の一部改正等により法令に基づき個人番号を利用することができる事務

の範囲が拡大されたこと、訪問指導に関する事務の実施方法を見直すこと等に伴う

規定整備を行うため、本案を提出する。 


